
第６０号議案 

平成２７年度宍粟市一般会計補正予算（第１号） 

 

 

 平成２７年度宍粟市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 54,619千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

24,784,619千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予 

算補正｣による。 

 

 

  平成２７年６月１日提出 

 

 

                                         宍粟市長  福 元 晶 三 
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歳　入 （単位：千円）

- 2 -

款 項 補正前の額 補　正　額 計

歳 　 入 　 歳 　 出 　 予 　 算 　 補 　 正

第 １ 表

14 国庫支出金 1,905,246 8,253 1,913,499
 1 国庫負担金 1,477,648 6,752 1,484,400
 3 委託金 11,070 1,501 12,571

15 県支出金 1,567,214 8,896 1,576,110
 1 県負担金 685,023 8,896 693,919

18 繰入金 169,298 1,243 170,541
 1 基金繰入金 169,298 1,243 170,541

19 繰越金 1 36,227 36,228
 1 繰越金 1 36,227 36,228

歳 　 　 　 入 　 　 　 合 　 　 　 計 24,730,000 54,619 24,784,619



歳　出 （単位：千円）

- 3 -

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 2 総務費 2,564,403 31,873 2,596,276
 1 総務管理費 2,107,151 31,873 2,139,024

 3 民生費 6,076,665 20,145 6,096,810
 1 社会福祉費 3,388,040 20,145 3,408,185

 5 農林水産業費 1,644,508 1,100 1,645,608
 1 農業費 1,180,628 1,100 1,181,728

 9 教育費 3,455,557 1,501 3,457,058
 1 教育総務費 570,125 1,501 571,626

歳 　 　 　 出 　 　 　 合 　 　 　 計 24,730,000 54,619 24,784,619



（歳　　入） （単位：千円）

- 4 -

款 補正前の額 補　正　額 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書１ 総 　 括

国庫支出金 1,905,246 8,253 1,913,499 14

県支出金 1,567,214 8,896 1,576,110 15

繰入金 169,298 1,243 170,541 18

繰越金 1 36,227 36,228 19

24,730,000 54,619 24,784,619歳 　 入 　 合 　 計



（歳　　出） （単位：千円）

- 5 -

款 補正前の額 補　正　額 計
補　正　予　算　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

総務費 2,564,403 31,873 2,596,276 31,873  2

民生費 6,076,665 20,145 6,096,810 15,648 1,243 3,254  3

農林水産業費 1,644,508 1,100 1,645,608 1,100  5

教育費 3,455,557 1,501 3,457,058 1,501  9

歳　出　合　計 24,730,000 54,619 24,784,619 17,149 1,243 36,227



歳入
（単位：千円）
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（款） 14 国庫支出金 （項）  1 国庫負担金

目 補正前の額 補　正　額 計
節

区      分 金　額
説　　　　　　　　　　　　　明

  1 民生費国庫負担金 1,477,647 6,752 1,484,399   1 社会福祉費負担金 6,752 国民健康保険保険基盤安定負担金 6,752

計 1,477,648 6,752 1,484,400

（款） 14 国庫支出金 （項）  3 委託金

目 補正前の額 補　正　額 計
節

区      分 金　額
説　　　　　　　　　　　　　明

  4 教育費委託金 0 1,501 1,501   1 教育総務費委託金 1,501 首長部局等との協働による新たな学校モデル 1,501

構築事業委託金

計 11,070 1,501 12,571



歳入
（単位：千円）

- 7 -

（款） 15 県支出金 （項）  1 県負担金

目 補正前の額 補　正　額 計
節

区      分 金　額
説　　　　　　　　　　　　　明

  2 民生費県負担金 676,835 8,896 685,731   1 社会福祉費負担金 8,896 国民健康保険保険基盤安定負担金 8,896

計 685,023 8,896 693,919



歳入
（単位：千円）
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（款） 18 繰入金 （項）  1 基金繰入金

目 補正前の額 補　正　額 計
節

区      分 金　額
説　　　　　　　　　　　　　明

  4 ブナ基金繰入金 116,553 1,243 117,796   1 ブナ基金繰入金 1,243 ブナ基金繰入金 1,243

計 169,298 1,243 170,541



歳入
（単位：千円）
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（款） 19 繰越金 （項）  1 繰越金

目 補正前の額 補　正　額 計
節

区      分 金　額
説　　　　　　　　　　　　　明

  1 繰越金 1 36,227 36,228   1 前年度繰越金 36,227 前年度繰越金 36,227

計 1 36,227 36,228



歳出
（単位：千円）
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（款）  2 総務費 （項）  1 総務管理費

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　定　財　源

国　県
支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額 説　　　　　明

  1一般管理費 917,259 954 918,213 954   9旅費 954 普通旅費

　普通旅費 954

  9企画費 75,134 919 76,053 919   1報酬 820 総合計画審議会委員報酬 820

  8報償費 82 報償金

　アドバイザー謝礼 82

 11需用費 17 食糧費

　会議用食糧費 17

 21地域創生事 0 30,000 30,000 30,000  19負担金、補 30,000 その他補助金等

業費 助及び交付 　産業連携促進事業等補助金 30,000

金

計 2,107,151 31,873 2,139,024 31,873



歳出
（単位：千円）
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（款）  3 民生費 （項）  1 社会福祉費

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　定　財　源

国　県
支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額 説　　　　　明

  1社会福祉総 637,741 18,902 656,643 15,648 3,254  28繰出金 18,902 国民健康保険事業特別会計繰出金（ 13,503

務費 基盤安定保険者支援分）

国民健康保険事業特別会計繰出金（ 7,359

基盤安定保険税軽減分）

国民健康保険事業特別会計繰出金（ △1,960

出産育児一時金分）

  2老人福祉費 111,917 1,243 113,160 1,243   8報償費 128 報償金

　事業協力者謝礼 128

 11需用費 1,115 消耗品費

　文具消耗器材 1,115

計 3,388,040 20,145 3,408,185 15,648 1,243 3,254



歳出
（単位：千円）
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（款）  5 農林水産業費 （項）  1 農業費

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　定　財　源

国　県
支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額 説　　　　　明

  3農業振興費 261,187 1,100 262,287 1,100  19負担金、補 1,100 その他補助金等

助及び交付 　農業機械購入補助金 1,100

金

計 1,180,628 1,100 1,181,728 1,100



歳出
（単位：千円）
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（款）  9 教育費 （項）  1 教育総務費

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　定　財　源

国　県
支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額 説　　　　　明

  3教育振興費 262,842 1,501 264,343 1,501   8報償費 1,238 報償金

　首長部局等協働新学校モデル構築 1,238

　事業講師等謝礼

 11需用費 191 消耗品費

　文具消耗器材 154

食糧費

　会議用食糧費 37

 12役務費 12 通信運搬費

　郵便料 12

 14使用料及び 60 自動車借上料 60

賃借料

計 570,125 1,501 571,626 1,501


